
本表において、「法」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）をさす。
単位：円/件
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（a）建築物の総戸数が１戸のもの 15,000

（b）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のもの 27,000

（c）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下のもの 40,000

（d）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下のもの 56,000

（e）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下のもの 85,000

（f）建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以下のもの 128,000

（g）建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸以下のもの 184,000

（h）建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸以下のもの 241,000

（i）建築物の総戸数が３０１戸以上のもの 278,000

（a）建築物の総戸数が１戸のもの 18,000

（b）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のもの 37,000

（c）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下のもの 52,000

（d）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下のもの 74,000

（e）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下のもの 108,000

（f）建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以下のもの 159,000

（g）建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸以下のもの 221,000

（h）建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸以下のもの 291,000

（i）建築物の総戸数が３０１戸以上のもの 342,000
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h　建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸以下のもの

低炭素建築物変更認定手数料

（１）法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

ア　一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る)

イ　共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅)

（ア）住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る)

a　建築物の総戸数が１戸のもの

b　建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のもの

c　建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下のもの

d　建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下のもの

e　建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下のもの

f　建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以下のもの

g　建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸以下のもの

i　建築物の総戸数が３０１戸以上のもの

（イ） 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の共用部分)

a　 当該部分の床面積の合計が300㎡以内のもの

b　 当該部分の床面積の合計が300㎡を超え1,000㎡以内のもの

c　当該部分の床面積の合計が1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの

d　当該部分の床面積の合計が2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの

e　当該部分の床面積の合計が5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの

f　当該部分の床面積の合計が10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの

g　当該部分の床面積の合計が25,000㎡を超えるもの

（ウ） 非住宅の部分(住戸の部分、共用部分以外の部分)

a　当該部分の床面積の合計が300㎡以内のもの

b　当該部分の床面積の合計が300㎡を超え1,000㎡以内のもの

c　当該部分の床面積の合計が1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの

d　当該部分の床面積の合計が2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの

e　当該部分の床面積の合計が5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの

f　当該部分の床面積の合計が10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの

g　当該部分の床面積の合計が25,000㎡を超えるもの

ウ　ア及びイ以外の建築物

（ア）建築物の延べ面積が300㎡以内のもの

（イ）建築物の延べ面積が300㎡を超え1,000㎡以内のもの

（ウ）建築物の延べ面積が1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの

（エ）建築物の延べ面積が2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの

（オ）建築物の延べ面積が5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの

（カ）建築物の延べ面積が10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの

（キ）建築物の延べ面積が25,000㎡を超えるもの

（２）（１）以外の場合

ア　一戸建て住宅

（ア）誘導仕様基準による場合

（イ）誘導仕様基準以外による場合

イ　共同住宅等

（ア）住戸の部分

a　誘導仕様基準による場合

b　誘導仕様基準以外による場合

（イ）共用部分

a　 当該部分の床面積の合計が300㎡以内のもの

b　 当該部分の床面積の合計が300㎡を超え1,000㎡以内のもの

c　当該部分の床面積の合計が1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの

d　当該部分の床面積の合計が2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの

e　当該部分の床面積の合計が5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの

f　当該部分の床面積の合計が10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの

g　当該部分の床面積の合計が25,000㎡を超えるもの

（ウ）非住宅の部分

a　当該部分の床面積の合計が300㎡以内のもの

b　当該部分の床面積の合計が300㎡を超え1,000㎡以内のもの

c　当該部分の床面積の合計が1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの

d　当該部分の床面積の合計が2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの

e　当該部分の床面積の合計が5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの

f　当該部分の床面積の合計が10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの

g　当該部分の床面積の合計が25,000㎡を超えるもの

ウ　ア及びイ以外の建築物

（ア）建築物の延べ面積が300㎡以内のもの

（イ）建築物の延べ面積が300㎡を超え1,000㎡以内のもの

（ウ）建築物の延べ面積が1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの

（エ）建築物の延べ面積が2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの

（オ）建築物の延べ面積が5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの

（カ）建築物の延べ面積が10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの

（キ）建築物の延べ面積が25,000㎡を超えるもの


